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問題の中心は、いうまでもなく予見可能
性を巡る問題である。

指定弁護士 上告趣意書 p.2



神戸は活断層直上
研究者は知っていた

https://www.jishin.go.jp/main/ch
ousa/katsudansou_pdf/79_rokko
_awaji.pdf
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研究者は直下地震
を警告していた

神戸市周辺にみられる複雑な断層

系は、有史時代の記録こそ少ない

が、長い地質時代において地震が

繰り返して発生した場所の証拠と

もなる。活断層の数多くある神戸

市周辺においても今後大地震が発

生する可能性が充分ある。



神戸市東灘区の阪
神高速倒壊現場で
1995年1月18日
写真提供・神戸市



2002年7月31日
長期評価の公表

政府の地震本部
日本海溝寄りのどこで
もM8級津波地震が起こ
りうると予測

添田撮影



福島沖でも
津波地震は起
きるだろう

Fukao＆Kanjo(1980）のFig.2に加筆



高裁判決は日本海溝を「推定無罪」にした

•「長期評価の見解は、本件発電所に10m盤を超える津
波が襲来するという現実的な可能性を認識させるよう
な性質を備えた情報であったとまでは認められない」
（24ページ）

•「そのような水位の津波襲来について現実的な可能性
があると認識させるような性質の情報であったと認定
するには合理的な疑いが十分に残ると言わざるを得な
い」（27ページ）



活断層や海溝は「推定有罪」

耐震設計上考慮する活断層としては、後期更新世（12
〜13万年前）以降の活動が否定できないものとする。

耐震設計審査指針 2006年9月19日

→疑わしい断層（否定できないもの）は、地震を起こすことを想定す
る。地震の予測は難しいので、地震を確実に起こさない（その証拠が
地層にある、白）断層以外は、「地震を起こす」（黒）とみなす。

原子力のルールでは、「グレーは黒」、無罪のはっきりした証拠がな
い限りは疑う、推定有罪（地震を起こすかも）



日本原電の担当者が、
2007年12月10日、長
期評価の取り扱いに
ついて東電に尋ねた
メモ

日本原子力発電の元社員・
安保秀範氏の証人尋問調書
https://database.level7onl
ine.jp/items/show/68

「否定できないなら取
り入れざるを得ない」



「グレーは黒」ルール 2006年指針から

原子力安全委員会の
指針

耐震設計審査指針
2006年9月

耐震設計審査指針
1981年7月

どんな断層
（地震）を想
定するか

耐震設計上考慮する活断
層としては、後期更新世
（12〜13万年前）以降の
活動が否定できないもの
とする。

過去の地震の発生状況、敷
地周辺の活断層の性質及び
地震地体構造に基づき工学
的見地からの検討を加え、
最も影響の大きいものを想
定する。



高裁は原発のルールを理解していない

地震を起こす
確実度・切迫性

高

グレーゾーンも含めて想定する（耐震指針2006）

現実的な可能性がある地震だけ想定すればいい
それ以外の地震は想定しなくても責任なし
（東京高裁判決）

低



三浦裁判官の反対意見

• （長期評価は）それまでに得られている科学的、専門技術的知
見を用いて適切な手法により行われたことについて、基本的な
信頼性が担保されたものということができる。

• 長期評価にも不確かさが存在することは否定できない。しかし、
このような自然現象の予測が困難であって、不確実性を伴うこ
とは、むしろ当然のことといってよい。

• 確立した見解に基づいて確実に予測される津波に限られるもの
ではなく、最新の知見におけるさまざまな要因の不確かさを前
提に、これを保守的に（安全側に）考慮して、深刻な災害の防
止という観点から合理的に判断すべきものである。



「現実的な可能性」を要求する誤り

「通常は『具体的可能性』という言葉を使っている。
『現実的可能性』について高裁は説明していないが、仮
に切迫性や確実性の高いものとすると、地震が明日確実
に起こるというような情報を、現代社会の中で我々が入
手することは不可能なので、そうだとすると、自然災害
について、過失犯は問えなくなる、それは刑法理論とし
ておかしい」

指定弁護士 神山啓史 2023年9月13日の記者会見で



日本海溝の長期評価について判決の比較



貞観地震も
「推定無罪」にした

調査等が進み、急速に充実した知見となりつつ

あったことがうかがわれるが、東京電力が2008年

11月に得ていた試算では津波の高さは9m前後とさ

れていたし、2010年当時の最新論文でも福島県沿

岸等についてはさらなる調査が課題とされており、

本件発電所の津波水位評価に貞観地震タイプの波

源を設定することが要求されるような知見の成熟

があったという証明は不十分である。

（判決要旨p.3）

添田撮影



水密化は効き目
ないのか

東京電力株式会社
「福島原子力事故調
査報告書」2012年6
月20日 p.326から
http://www.tepco.c
o.jp/cc/press/betu1
2_j/images/120620j
0303.pdf

http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_j/images/120620j0303.pdf
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_j/images/120620j0303.pdf
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_j/images/120620j0303.pdf
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_j/images/120620j0303.pdf


多重の防水で水
位・水圧は下がる

「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における平成23年東北地方太平洋沖地震により発生した津波の調査結果に係る報告（その２）
2011年７月８日東京電力」4-43
https://web.archive.org/web/20130219114118/http://www.nsr.go.jp/archive/nisa/disclosure/kaijiseikyu/files/39/39-1.pdf

東電のライブラリー 2012年9月11日掲載
https://photo.tepco.co.jp/date/2012/201209-
j/120911-27j.html

https://web.archive.org/web/20130219114118/http:/www.nsr.go.jp/archive/nisa/disclosure/kaijiseikyu/files/39/39-1.pdf
https://photo.tepco.co.jp/date/2012/201209-j/120911-27j.html
https://photo.tepco.co.jp/date/2012/201209-j/120911-27j.html


水密化の審理尽くさず「支離滅裂」の判断

渡辺敦雄氏は、東芝の原子力事業部に約20年間所属し、福島第一3号
機や5号機の基本設計に携わった。

株主代表訴訟で2021年2月、4月に証言。

指定弁護士は、水密化が事故前にすでに確立し、よく知られていた技
術であるという事実を、渡辺氏を証人にして明らかにしようとしてい
たが、東京高裁は証人尋問を認めなかった。

証人を却下しておきながら、高裁判決は水密化が有効であることにつ
いて「指定弁護士側が立証できていない」と判決で書いた。

「事実取り調べ請求を却下しておきながら、立証がなされていないな
どというのは、まさしく支離滅裂と評すべき以外の何物でもない」
（上告趣意書 p.117）



福島第一

東海第二

土木学会で時間稼ぎ
専門家への根回し
情報隠し

建屋の水密化
海水ポンプ防護壁の嵩上げ
海沿いの盛土
非常用発電機の高所設置

東電と原電の経営者の動きを比べると

回避

爆発

2011年3月11日2008年夏 2008年〜2010年

すぐ対策

日本原電取締役
市村泰規

11.7m

15.7m

12.2m

（東電の「研究」判断を聞いて）

こんな先延ばしでいいの
か。なんでこんな判断す
るんだ💢

出典：原電エンジ
ニアリングHP

「研究しよう」

出典：東京電力

OurPlanet-TV撮影

OurPlanet-TV撮影



間違いだらけの恥ずかしい支離滅裂な
高裁判決を確定させてしまっていいのか

•指定弁護士が指摘するポイントに、最高裁はどう答え
るのか、答えさせるか、注目。

•草野裁判官、これでいいのか（意見書）

• 2022年6月17日の損害賠償請求の最高裁判決も、多数
派のずさんな判断は広く批判されている。刑事責任で
もいい加減な判断をすると、恥ずかしいぞ、最高裁。


	スライド 1: 最高裁が問われていること 闘うためのポイント
	スライド 2
	スライド 3: 神戸は活断層直上 研究者は知っていた
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6: 2002年7月31日　 長期評価の公表
	スライド 7: 福島沖でも 津波地震は起きるだろう
	スライド 8: 高裁判決は日本海溝を「推定無罪」にした
	スライド 9: 活断層や海溝は「推定有罪」
	スライド 10: 「否定できないなら取り入れざるを得ない」
	スライド 11: 「グレーは黒」ルール　2006年指針から
	スライド 12: 高裁は原発のルールを理解していない
	スライド 13: 三浦裁判官の反対意見
	スライド 14: 「現実的な可能性」を要求する誤り
	スライド 15
	スライド 16: 貞観地震も 「推定無罪」にした
	スライド 17: 水密化は効き目ないのか
	スライド 18: 多重の防水で水位・水圧は下がる
	スライド 19: 水密化の審理尽くさず「支離滅裂」の判断
	スライド 20
	スライド 21: 間違いだらけの恥ずかしい支離滅裂な 高裁判決を確定させてしまっていいのか

